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❶ 記号・番号は、健康保険被保険者証に記載されていますので、ご確認のうえ、ご記入ください。 

❷ 療養する方が、長期入院された場合は、必ず 2ページ目をご記入ください。 

❸ 認定証送付先の決まりに記載のある場所以外に送付を希望される場合は、必ずご記入ください。 

❹ 市区長村長の証明が受けられた場合は、非課税証明書の添付は不要となります。 

➎ 本認定は、当該申請のあった月の属する年の翌年 7月末日（当該申請が 1月から 7月迄の場合は、 

当該申請のあった月の属する年の 7月末日）まで有効となります。 
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【添付書類について】 

●市区町村民税が非課税の方は、被保険者の非課税証明書（原本）を提出するか、1ページ目の❹欄に、 

市区町村長の証明を受けるかのいずれかの対応が必要です。 

尚、4月～7月診療分については前年度の証明が、8月～翌 3月診療分については当年度の証明が必要 

です。 

例＞令和 2年 8月～令和 3年 7月までの認定証が必要な場合、令和 2年度分（令和元年中収入）の証明書が必要 

●長期入院（申請月以前の 1年間で 90日を超えて入院）された方は、入院期間の証明書類が必要です。 

例＞入院期間が記載されている領収書など 

●申請に必要な証明書等を取得した際に発生した費用は、申請される方のご負担となります。 


